
(57)【要約】

【課題】移動通信において、一加入者の複数の移動通信

端末機に対する電話番号設定方法を提供する。

【解決手段】一加入者の複数の移動通信端末機に単一の

代表電話番号を適用して移動電話サービスを支援するこ

とによって、一加入者が複数の移動通信端末機を使用す

る場合に使用者便宜性を提供し、かつ、加入者が複数の

移動通信端末機を使用する場合に、各移動通信サービス

別に課金を処理できるので便宜が図られる。一局面にお

いて、本発明は、複数の端末機に対して代表電話番号を

設定する段階と、前記端末機のうち任意の端末機への着

信呼を、前記設定された代表電話番号に切り替える段階

と、からなることを特徴とする電話番号設定方法を提供

する。

【選択図】図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 端 末 機 に 対 し て 代 表 電 話 番 号 を 設 定 す る 段 階 と 、
　 前 記 端 末 機 の う ち 任 意 の 端 末 機 へ の 着 信 呼 を 、 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 に 切 り 替 え
る 段 階 と 、
か ら な る こ と を 特 徴 と す る 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 で な い 仮 想 の 電 話 番 号 で あ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 各 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 は 、 前 記 代 表 電 話 番 号 に 特 殊 記 号 と 数 字 を 少 な く と も 一
つ 組 み 合 わ せ た も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 の い ず れ か 一 つ と 定 め ら れ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 複 数 の 端 末 機 の う ち 任 意 の 端 末 機 か ら 他 の 使 用 者 端 末 機 へ の 通 話 試 み が あ る 際 に 、
発 信 者 電 話 番 号 を 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 と す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の
電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 端 末 機 が 支 援 す る 移 動 通 信 サ ー ビ ス 用 の 電 話 番
号 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 対 し て 所 定 の 移 動 通 信 サ ー ビ ス 用 代 表 電 話 番 号 を 設 定 す る 段 階
と 、
　 前 記 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 の う ち い ず れ か 一 つ の 移 動 通 信 端 末 機 へ の 着 信 呼 試 み が あ る
際 に 、 前 記 着 信 呼 を 、 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 に 転 送 す る 段 階 と 、
を 備 え て な る こ と を 特 徴 と す る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 と 異 な る 仮 想 の 電 話 番 号
で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 代 表 電 話 番 号 に 特 殊 記 号 と 数 字 を 少 な く と も 一 つ 組 み 合 わ せ た 番 号 を 、 前 記 複 数 の
移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 と し て そ れ ぞ れ 与 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載
の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 移 動 通 信 端 末 機 に 既 に 与 え ら れ た 固 有 の 電 話 番 号 の う ち い
ず れ か 一 つ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法
。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 移 動 通 信 サ ー ビ ス の 前 記 移 動 通 信 端 末 機 へ の 課 金 を 、 前 記 代 表 電 話 番 号 に 賦 課 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 は 、 一 使 用 者 が 持 っ て い る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ７ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 の う ち 任 意 の 移 動 通 信 端 末 機 か ら 他 の 使 用 者 の 移 動 通 信 端 末
機 へ の 通 話 試 み が あ る 際 に 、 前 記 代 表 電 話 番 号 を 発 信 者 電 話 番 号 と し て 前 記 通 話 の 呼 を 転
送 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
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　 前 記 代 表 電 話 番 号 の 設 定 が 解 除 さ れ た 場 合 に 、 前 記 任 意 の 移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話
番 号 を 前 記 発 信 者 電 話 番 号 と し て 前 記 通 話 の 呼 を 転 送 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に
記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 移 動 通 信 に 係 り 、 特 に 、 一 加 入 者 の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 対 す る 電 話 番 号
設 定 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 来 、 携 帯 用 移 動 通 信 端 末 機 の 普 及 は 、 一 人 に 一 機 と い う 水 準 に 近 付 く ほ ど に 大 衆 化 し
て き た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 と こ ろ で 、 通 常 の 携 帯 電 話 で あ る 移 動 電 話 機 （ mobile phone） の 使 用 者 が 、 そ の 移 動 電
話 機 と 同 じ 移 動 電 話 サ ー ビ ス （ 特 に 、 音 声 通 話 サ ー ビ ス ） が 支 援 さ れ る ス マ ー ト フ ォ ン （
smartphone） や 個 人 携 帯 情 報 端 末 機 （ personal digitala ssistants； 以 下 、 ‘ Ｐ Ｄ Ａ ’
と 略 す ） な ど の 移 動 通 信 端 末 機 を 購 買 し て 一 緒 に 使 用 す る 場 合 に 、 下 記 の よ う な 問 題 が あ
っ た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 そ の 第 一 は 、 使 用 者 は 、 各 機 器 （ 移 動 電 話 機 、 ス マ ー ト フ ォ ン 、 Ｐ Ｄ Ａ 等 ） を 購 買 す る
に 当 り 、 各 機 器 ご と に 異 な る 電 話 番 号 で 加 入 し な け れ ば な ら ず 、 こ れ ら 移 動 通 信 端 末 機 は
同 一 使 用 者 の も の で あ る に も か か わ ら ず に そ れ ぞ れ の 電 話 番 号 間 に は 連 関 性 が な く 、 課 金
も 各 機 器 ご と に 個 別 請 求 さ れ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 第 二 は 、 使 用 者 は 、 各 機 器 （ 移 動 電 話 機 、 ス マ ー ト フ ォ ン 、 Ｐ Ｄ Ａ 等 ） ご と に 連 関 性 の
な い 異 な る 電 話 番 号 が 与 え ら れ る た め 、 他 の 人 々 に 各 機 器 別 電 話 番 号 を 知 ら せ な け れ ば な
ら ず 、 面 倒 だ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 第 三 は 、 一 使 用 者 の 各 機 器 （ 移 動 電 話 機 、 ス マ ー ト フ ォ ン 、 Ｐ Ｄ Ａ 等 ） が そ れ ぞ れ 異 な
る 電 話 番 号 を 有 す る た め 、 機 器 を 全 部 携 帯 し な け れ ば な ら ず 、 不 便 だ っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 図 １ は 、 従 来 、 移 動 電 話 機 と Ｐ Ｄ Ａ を 同 時 に 持 っ て い る 一 使 用 者 に 、 音 声 通 話 を 試 み る
場 合 を 例 示 す る 図 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 図 １ に 示 す よ う に 、 ‘ 乙 ’ と い う 使 用 者 が 、 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ” と い う 番 号
が 与 え ら れ た 移 動 電 話 機 と 、 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ４ ３ ２ １ ” と い う 番 号 が 与 え ら れ た Ｐ Ｄ
Ａ を 持 っ て い る と 仮 定 す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の 場 合 、 ‘ 乙 ’ は 、 ‘ 甲 ’ と い う 他 の 使 用 者 に ２ 機 器 の 番 号 を 全 部 知 ら せ な け れ ば な
ら な い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、 ‘ 乙 ’ は 、 ど の 番 号 に ‘ 甲 ’ か ら 電 話 が か か っ て く る か 予 想 で き ず 、 ‘ 甲 ’ か ら
の 電 話 を い つ で も 受 け る た め に は ２ 機 器 を 常 に 携 帯 し て い な け れ ば な ら な い 。 し た が っ て
、 仮 に 、 ‘ 乙 ’ が 移 動 電 話 機 の み を 携 帯 し て い る 場 合 に 、 ‘ 甲 ’ が ‘ 乙 ’ の Ｐ Ｄ Ａ 電 話 番
号 に 音 声 通 話 を 試 み る と 、 ‘ 乙 ’ は そ の 音 声 通 話 試 み 自 体 を 認 識 す る こ と が で き な い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 仮 に 、 ‘ 乙 ’ が Ｐ Ｄ Ａ の み 携 帯 し て い る 場 合 に も 同 様 に 、 ‘ 甲 ’ が ‘ 乙 ’ の 移 動 電 話 機
の 番 号 に 音 声 通 話 を 試 み る と 、 ‘ 乙 ’ は 、 そ の 音 声 通 話 試 み 自 体 を 認 識 す る こ と が で き な
い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
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　 そ こ で 、 近 来 は 、 着 信 切 替 サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と に よ っ て 上 記 の 不 便 さ を あ る 程 度 解
消 し た が 、 こ の 着 信 切 替 サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 に も 下 記 の よ う な 短 所 が 依 然 と し て 残 る
こ と に な る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 す な わ ち 、 ‘ 乙 ’ の 移 動 電 話 機 の 番 号 の み を 知 っ て い る ‘ 兵 ’ と い う 使 用 者 が 、 ‘ 乙 ’
の 移 動 電 話 機 の 番 号 に 音 声 通 話 を 試 み た 際 に 、 ‘ 乙 ’ が 移 動 電 話 機 か ら Ｐ Ｄ Ａ へ の 着 信 切
替 サ ー ビ ス を 設 定 し て お い た と す れ ば 、 ‘ 乙 ’ の 移 動 電 話 機 へ の 音 声 通 話 要 求 は Ｐ Ｄ Ａ に
つ な が る 。 要 す る に 、 着 信 切 替 サ ー ビ ス に よ り 、 受 信 時 に は 特 に 問 題 が 生 じ な い 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 し か し な が ら 、 ‘ 乙 ’ が Ｐ Ｄ Ａ を 使 っ て ‘ 兵 ’ に 発 信 を 試 み る と 、 ‘ 乙 ’ の 移 動 電 話 番
号 の み を 知 っ て い る ‘ 兵 ’ は 、 ‘ 乙 ’ の Ｐ Ｄ Ａ 番 号 が 発 信 者 番 号 と し て 送 ら れ る た め 、 誰
か ら か け て き た 電 話 か わ か ら な い 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 は 上 記 の 問 題 を 解 決 す る た め の も の で 、 そ の 目 的 は 、 一 加 入 者 の 複 数 の 移 動 通 信
端 末 機 に 単 一 の 代 表 電 話 番 号 を 適 用 す る こ と に よ っ て 、 移 動 電 話 サ ー ビ ス を 支 援 す る の に
好 適 な 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 の 他 の 目 的 は 、 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 を 使 用 す る 加 入 者 に 、 該 当 の 移 動 通 信 端 末
機 に よ り 提 供 さ れ う る 移 動 通 信 サ ー ビ ス 別 に 代 表 電 話 番 号 を 与 え る 方 法 を 提 供 す る こ と に
あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 は 、 例 え ば 、 以 下 の 手 段 を 提 供 す る 。
項 目 １ ． 複 数 の 端 末 機 に 対 し て 代 表 電 話 番 号 を 設 定 す る 段 階 と 、
　 前 記 端 末 機 の う ち 任 意 の 端 末 機 へ の 着 信 呼 を 、 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 に 切 り 替 え
る 段 階 と 、
か ら な る こ と を 特 徴 と す る 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 ２ ． 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 で な い 仮 想 の 電 話 番 号 で あ
る こ と を 特 徴 と す る 項 目 １ に 記 載 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 ３ ． 前 記 各 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 は 、 前 記 代 表 電 話 番 号 に 特 殊 記 号 と 数 字 を 少 な く
と も 一 つ 組 み 合 わ せ た も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 項 目 ２ に 記 載 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 ４ ． 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 の い ず れ か 一 つ と 定 め ら れ
る こ と を 特 徴 と す る 項 目 １ に 記 載 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 ５ ． 前 記 複 数 の 端 末 機 の う ち 任 意 の 端 末 機 か ら 他 の 使 用 者 端 末 機 へ の 通 話 試 み が あ る
際 に 、 発 信 者 電 話 番 号 を 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 と す る こ と を 特 徴 と す る 項 目 １ に 記
載 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 ６ ． 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 端 末 機 が 支 援 す る 移 動 通 信 サ ー ビ ス 用 の
電 話 番 号 で あ る こ と を 特 徴 と す る 項 目 １ に 記 載 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 ７ ． 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 対 し て 所 定 の 移 動 通 信 サ ー ビ ス 用 代 表 電 話 番 号 を 設 定 す
る 段 階 と 、
　 前 記 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 の う ち い ず れ か 一 つ の 移 動 通 信 端 末 機 へ の 着 信 呼 試 み が あ る
際 に 、 前 記 着 信 呼 を 、 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 に 転 送 す る 段 階 と 、
を 備 え て な る こ と を 特 徴 と す る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 ８ ． 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 と 異 な る 仮 想 の 電
話 番 号 で あ る こ と を 特 徴 と す る 項 目 ７ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 ９ ． 前 記 代 表 電 話 番 号 に 特 殊 記 号 と 数 字 を 少 な く と も 一 つ 組 み 合 わ せ た 番 号 を 、 前 記
複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 と し て そ れ ぞ れ 与 え る こ と を 特 徴 と す る 項 目 ８ に
記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
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項 目 １ ０ ． 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 移 動 通 信 端 末 機 に 既 に 与 え ら れ た 固 有 の 電 話 番 号
の う ち い ず れ か 一 つ で あ る こ と を 特 徴 と す る 項 目 ７ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設
定 方 法 。
項 目 １ １ ． 前 記 移 動 通 信 サ ー ビ ス の 前 記 移 動 通 信 端 末 機 へ の 課 金 を 、 前 記 代 表 電 話 番 号 に
賦 課 す る こ と を 特 徴 と す る 項 目 ７ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 １ ２ ． 前 記 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 は 、 一 使 用 者 が 持 っ て い る も の で あ る こ と を 特 徴 と
す る 項 目 ７ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 １ ３ ． 前 記 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 の う ち 任 意 の 移 動 通 信 端 末 機 か ら 他 の 使 用 者 の 移 動
通 信 端 末 機 へ の 通 話 試 み が あ る 際 に 、 前 記 代 表 電 話 番 号 を 発 信 者 電 話 番 号 と し て 前 記 通 話
の 呼 を 転 送 す る こ と を 特 徴 と す る 項 目 ７ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
項 目 １ ４ ． 前 記 代 表 電 話 番 号 の 設 定 が 解 除 さ れ た 場 合 に 、 前 記 任 意 の 移 動 通 信 端 末 機 の 固
有 の 電 話 番 号 を 前 記 発 信 者 電 話 番 号 と し て 前 記 通 話 の 呼 を 転 送 す る こ と を 特 徴 と す る 項 目
１ ３ に 記 載 の 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め の 本 発 明 の 第 １ 特 徴 は 、 複 数 の 端 末 機 に 対 し て 代 表 電 話 番 号 を
設 定 す る 段 階 と 、 前 記 端 末 機 の う ち 任 意 の 端 末 機 へ の 着 信 呼 を 、 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話
番 号 に 切 り 替 え る 段 階 と 、 か ら な る こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 好 ま し く は 、 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 で な い 仮 想 の 電 話 番
号 で あ る 。 こ こ で 、 前 記 各 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 は 、 前 記 代 表 電 話 番 号 に 特 殊 記 号 と 数
字 を 少 な く と も 一 つ 組 み 合 わ せ た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た 、 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 の い ず れ か 一 つ と 定 め ら れ
て も 良 い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 好 ま し く は 、 前 記 複 数 の 端 末 機 の う ち 任 意 の 端 末 機 か ら 他 の 使 用 者 端 末 機 へ の 通 話 試 み
が あ る 際 に 、 発 信 者 電 話 番 号 を 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 と す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 好 ま し く は 、 前 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 端 末 機 が 支 援 す る 移 動 通 信 サ ー ビ
ス 用 の 電 話 番 号 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め の 本 発 明 の 第 ２ 特 徴 は 、 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 対 し て 所 定 の
移 動 通 信 サ ー ビ ス 用 代 表 電 話 番 号 を 設 定 す る 段 階 と 、 前 記 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 の う ち い
ず れ か 一 つ の 移 動 通 信 端 末 機 へ の 着 信 呼 試 み が あ る 際 に 、 前 記 着 信 呼 を 、 前 記 設 定 さ れ た
代 表 電 話 番 号 に 転 送 す る 段 階 と 、 を 備 え て な る こ と に あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 好 ま し く は 、 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 と 異 な る 仮
想 の 電 話 番 号 で あ る 。 こ こ で 、 前 記 代 表 電 話 番 号 に 特 殊 記 号 と 数 字 を 少 な く と も 一 つ 組 み
合 わ せ た 番 号 を 、 前 記 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 と し て そ れ ぞ れ 与 え る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 前 記 代 表 電 話 番 号 は 、 前 記 各 移 動 通 信 端 末 機 に 既 に 与 え ら れ た 固 有 の 電 話 番 号 の
う ち い ず れ か 一 つ で あ り う る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 好 ま し く は 、 前 記 移 動 通 信 サ ー ビ ス の 前 記 移 動 通 信 端 末 機 へ の 課 金 を 、 前 記 代 表 電 話 番
号 に 賦 課 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 好 ま し く は 、 前 記 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 は 、 一 使 用 者 が 持 っ て い る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 好 ま し く は 、 前 記 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 の う ち 任 意 の 移 動 通 信 端 末 機 か ら 他 の 使 用 者 の
移 動 通 信 端 末 機 へ の 通 話 試 み が あ る 際 に 、 前 記 代 表 電 話 番 号 を 発 信 者 電 話 番 号 と し て 前 記
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通 話 の 呼 を 転 送 す る 。 こ こ で 、 前 記 代 表 電 話 番 号 の 設 定 が 解 除 さ れ た 場 合 に 、 前 記 任 意 の
移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 を 前 記 発 信 者 電 話 番 号 と し て 前 記 通 話 の 呼 を 転 送 す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 一 加 入 者 が 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 を 使 用 す る 場 合 に 、 使 用 者 便 宜 性 を
提 供 す る こ と が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 一 加 入 者 が 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 を 使 用 す る 場 合 に 、 各 移 動 通 信 サ ー
ビ ス 別 に 課 金 処 理 が で き る の で 便 宜 が 図 ら れ る と い う 効 果 が 得 ら れ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ３ １ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 好 適 な 実 施 形 態 に 係 る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 方 法 に つ い て 、 添
付 の 図 面 を 参 照 し つ つ 詳 細 に 説 明 す る 。 以 下 の 説 明 に お い て 、 図 面 及 び こ れ に 基 づ く 具 体
例 に よ り 説 明 さ れ る 本 発 明 の 構 成 及 び 作 用 は 、 一 例 に 過 ぎ な い も の で 、 本 発 明 の 技 術 的 思
想 及 び 核 心 構 成 並 び に 作 用 を 制 限 す る た め の も の で は な い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 本 発 明 で は 、 一 使 用 者 が 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 を 持 っ て い る 場 合 に 、 こ れ ら 端 末 機 の 代
表 電 話 番 号 を 設 定 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 し た が っ て 、 移 動 通 信 網 の 交 換 機 は 、 一 使 用 者 の 複 数 の 端 末 機 を 一 集 団 と し て 識 別 す る
。 そ し て 、 こ れ ら 移 動 通 信 端 末 機 に 受 信 さ れ る 全 て の 音 声 通 話 呼 （ call） を 、 一 つ の 代 表
電 話 番 号 に 受 信 さ れ る 呼 と し て 認 識 す る 。 課 金 （ billing） も 、 そ の 一 つ の 代 表 電 話 番 号
に 対 し て 行 う 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 本 発 明 に よ る 代 表 電 話 番 号 の 設 定 例 に は 、 下 記 の ３ 通 り が あ る 。 こ こ で は 、 一 使 用 者 が
、 移 動 通 信 端 末 機 と し て 移 動 電 話 機 、 ス マ ー ト フ ォ ン 及 び Ｐ Ｄ Ａ を 持 っ て い る と 仮 定 す る
。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 １ ） 各 移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 は そ の ま ま 個 別 的 に 使 用 す る と 同 時 に 、 こ れ ら
移 動 通 信 端 末 機 を 代 表 す る 仮 想 の 電 話 番 号 一 つ を を さ ら に 設 定 す る 。 こ の 場 合 、 各 移 動 通
信 端 末 機 の 電 話 番 号 は 、 仮 想 の 代 表 電 話 番 号 に 特 殊 記 号 と 数 字 を 組 み 合 わ せ た 電 話 番 号 と
し て 設 定 す る 。 例 え ば 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 仮 想 の 代 表 電 話 番 号 を “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １
２ ３ ４ ” と 設 定 し 、 各 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 を 順 に 、 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃
１ ” 、 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ ２ ” 及 び “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ ３ ” と 設 定
す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 ２ ） 各 移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 は そ の ま ま 個 別 使 用 す る と 同 時 に 、 こ れ ら 移 動
通 信 端 末 機 を 代 表 す る 仮 想 の 電 話 番 号 一 つ を さ ら に 設 定 す る 。 例 え ば 、 図 ７ に 示 す よ う に
、 仮 想 の 代 表 電 話 番 号 を “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ” と 設 定 し 、 各 移 動 通 信 端 末 機 の 電
話 番 号 は 、 加 入 時 に そ れ ぞ れ 与 え ら れ た “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ” 、 “ ０ １ ０ － １ ２
３ － ２ ３ ４ ５ ” 及 び “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ３ ４ ５ ６ ” と 設 定 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 ３ ） 各 移 動 通 信 端 末 機 の 固 有 の 電 話 番 号 は そ の ま ま 個 別 使 用 し 、 こ れ ら 移 動 通 信 端 末 機
の 電 話 番 号 の う ち い ず れ か 一 つ を 、 全 部 を 代 表 す る 電 話 番 号 と し て 設 定 す る 。 例 え ば 、 図
１ ２ に 示 す よ う に 、 加 入 時 に 各 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 が “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４
” 、 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ” 及 び “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ４ ３ ２ １ ” と 与 え ら れ た 場 合
に 、 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ” を 代 表 電 話 番 号 と し て 設 定 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 以 下 、 こ れ ら の ３ 通 り の 例 に 基 づ き 、 本 発 明 に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
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　 図 ２ は 、 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 と そ れ に よ る 端 末
機 間 の 通 話 例 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 図 ２ に 示 す 第 １ 実 施 形 態 で は 、 上 記 の 例 １ )の 場 合 の 如 く 、 一 使 用 者 （ 以 下 、 ‘ 乙 ’ と
す る ） が 持 っ て い る 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 全 体 に 適 用 さ れ る 一 つ の 仮 想 の 代 表 電 話 番 号 を
設 定 し 、 続 い て 、 各 移 動 通 信 端 末 機 に 、 予 め 設 定 さ れ た 仮 想 の 代 表 電 話 番 号 に 特 殊 記 号 と
数 字 な ど を 組 み 合 わ せ て な る 固 有 の 電 話 番 号 を 与 え る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 こ こ で 、 仮 想 の 代 表 電 話 番 号 は 、 ‘ 乙 ’ の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 を 一 集 団 と し て 識 別 す
る 番 号 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 ‘ 乙 ’ の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 音 声 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す る 基 地 局 ２ は 、 ス ロ ッ ト 周
期 イ ン デ ッ ク ス （ Slot cycle index） を 参 照 し そ れ に よ る ス ロ ッ ト 周 期 で ‘ 乙 ’ の 移 動 通
信 端 末 機 の 呼 出 チ ャ ネ ル （ paging channel） を 探 索 し 、 こ れ に よ り 、 自 分 と 各 移 動 通 信 端
末 機 間 の 接 続 状 態 を 点 検 す る 。 こ れ は 、 ア イ ド ル 状 態 （ idlestate） 時 に お け る 基 地 局 ２
と ‘ 乙 ’ の 移 動 通 信 端 末 機 間 の 通 信 過 程 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 一 方 、 移 動 通 信 事 業 者 が 、 ‘ 乙 ’ 所 有 の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 対 し て 仮 想 の 代 表 電 話
番 号 一 つ と 各 端 末 機 の 固 有 電 話 番 号 を 指 定 す る 過 程 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ま ず 、 移 動 通 信 事 業 者 は 、 ‘ 乙 ’ 所 有 の 端 末 機 全 体 を 代 表 す る 代 表 電 話 番 号 一 つ を 与 え
る 。 そ し て 、 こ の 代 表 電 話 番 号 に 特 殊 記 号 と 数 字 を 少 な く と も 一 つ 組 み 合 わ せ て ‘ 乙 ’ 所
有 の 各 移 動 通 信 端 末 機 に 固 有 の 電 話 番 号 と し て 与 え る 。 例 え ば 、 ま ず 、 代 表 電 話 番 号 を “
０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ” と 設 定 し 、 各 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 を 順 に 、 “ ０ １ ０ －
１ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ １ ” 、 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ ２ ” 及 び “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １
２ ３ ４ ＃ ３ ” と 設 定 す る 。 ま た は 、 順 に 、 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ *１ ” 、 “ ０ １ ０
－ １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ *２ ” 及 び “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ *３ ” と 設 定 し て も 良 い 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 こ の よ う な 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 以 降 の 端 末 機 間
の 通 話 時 に お け る 呼 受 信 設 定 を 、 図 ３ に 示 す 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 図 ３ を 参 照 す る と 、 少 な く と も 一 つ の 移 動 通 信 端 末 機 を 持 っ て い る ‘ 乙 ’ は 、 予 め 設 定
さ れ た 自 分 の 代 表 電 話 番 号 に 音 声 呼 が 着 信 さ れ る 場 合 に 、 Ａ 、 Ｂ 及 び Ｃ の 端 末 機 の う ち ど
の 端 末 機 で 音 声 呼 を 受 信 す る か 予 め 設 定 す る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 こ の 音 声 呼 の 受 信 端 末 機 の 設 定 は 、 ‘ 乙 ’ の 移 動 通 信 端 末 機 に 移 動 通 信 サ ー ビ ス を 提 供
す る 基 地 局 ２ ま た は そ の 基 地 局 ２ に 移 動 通 信 交 換 機 能 を 提 供 す る 交 換 機 ２ の プ ロ グ ラ ム 設
定 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 図 ３ に 示 す よ う に 、 ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ａ （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ １ ） を 音 声 呼 の 受
信 端 末 機 と し て 予 め 設 定 し て お け ば 、 交 換 機 ２ は 、 ‘ 乙 ’ の 代 表 電 話 番 号 へ の 呼 （ call）
要 請 が あ る 場 合 に 端 末 機 Ａ の 固 有 の 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ １ ” に そ の 呼
信 号 を 転 送 す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 以 降 、 ‘ 乙 ’ が 、 音 声 呼 の 受 信 端 末 機 を 、 端 末 機 Ａ （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ １ ）
か ら 端 末 機 Ｂ （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ ２ ） に 変 更 す る と 、 交 換 機 ２ は 、 ‘ 乙 ’ の 代
表 電 話 番 号 へ の 呼 要 請 が あ る 場 合 に 、 端 末 機 Ｂ の 固 有 の 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２
３ ４ ＃ ２ ” に そ の 呼 信 号 を 転 送 す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 図 ４ は 、 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に お い て 呼 受 信 設 定 に よ る 通 話 例 を 示 す 図 で あ り 、 ‘ 乙
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’ が 、 端 末 機 Ａ （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ １ ） で 呼 を 受 信 す る よ う に 設 定 し た 状 態 で
、 ‘ 甲 ’ が ‘ 乙 ’ の 代 表 電 話 番 号 （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ） に 通 話 を 試 み る と 、 交 換
機 ２ は 、 端 末 機 Ａ で あ る 移 動 電 話 機 の 電 話 番 号 に 呼 信 号 を 転 送 し 、 こ れ に よ り 、 ‘ 乙 ’ は
、 移 動 電 話 機 を 介 し て ‘ 甲 ’ と 通 話 す る よ う に な る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 図 ５ ａ 及 び 図 ５ ｂ は 、 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に お い て 呼 試 み に よ る 通 話 手 続 き を 示 す 図
で あ り 、 図 ５ ａ は 、 代 表 電 話 番 号 へ の 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で 、 図 ５ ｂ は 、 各 端
末 機 別 固 有 電 話 番 号 へ の 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で あ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 図 ５ ａ を 参 照 す る と 、 ‘ 甲 ’ が “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ” と “ 通 話 ” ボ タ ン を 押 す
こ と に よ っ て 、 こ の ‘ 甲 ’ の 端 末 機 か ら “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ” へ の 通 話 接 続 要 請
は 、 基 地 局 １ 、 交 換 機 １ 及 び 移 動 通 信 網 （ ま た は 、 一 般 の 電 話 網 で あ る 公 衆 交 換 網 （ Ｐ Ｓ
Ｔ Ｎ ） ） を 経 て 交 換 機 ２ に 受 信 さ れ る 。 こ こ で 、 経 由 す る 網 が 移 動 通 信 網 で あ る 場 合 に は
、 交 換 機 １ と 交 換 機 ２ は 一 つ の 交 換 機 と さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 交 換 機 ２ は 、 設 定 さ れ た プ ロ グ ラ ム に よ り 、 通 話 接 続 が 要 請 さ れ た 代 表 電 話 番 号 で あ る
“ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ” に 対 し て ‘ 乙 ’ が 予 め 設 定 し て お い た 受 信 端 末 機 （ 端 末 機
Ａ ） の 固 有 電 話 番 号 を 確 認 す る 。 こ れ に よ り 、 交 換 機 ２ は 、 呼 出 す る 電 話 番 号 を “ ０ １ ０
－ １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ” か ら “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ １ ” に 切 り 替 え る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 続 い て 、 交 換 機 ２ は 、 ‘ 甲 ’ に よ り 要 請 さ れ た 呼 信 号 を 、 基 地 局 ２ を 経 て 端 末 機 Ａ に 送
信 す る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 こ の 通 話 要 請 に 対 し て ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ａ を 介 し て 肯 定 的 な 応 答 信 号 を 交 換 機 ２ に 送 信 す
る こ と で 、 ‘ 甲 ’ の 端 末 機 と ‘ 乙 ’ の 端 末 機 Ａ 間 に 通 話 が な さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 一 方 、 図 ５ ｂ を 参 照 す る と 、 ‘ 甲 ’ が 、 ‘ 乙 ’ 所 有 の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 電 話 番 号 の
う ち “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ ２ ” と “ 通 話 ” ボ タ ン を 押 す こ と に よ っ て 、 こ の ‘ 甲
’ の 端 末 機 か ら “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ＃ ２ ” へ の 通 話 接 続 要 請 が 、 基 地 局 １ 、 交 換
機 １ 及 び 移 動 通 信 網 （ ま た は 、 一 般 の 電 話 網 で あ る 公 衆 交 換 網 （ Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ ） ） を 経 て 交 換
機 ２ に 受 信 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 交 換 機 ２ は 、 ‘ 甲 ’ に よ り 要 請 さ れ た 呼 信 号 を 、 基 地 局 ２ を 経 て 端 末 機 Ｂ に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 こ の 通 話 要 請 に 対 し て ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ｂ を 介 し て 肯 定 的 な 応 答 信 号 を 交 換 機 ２ に 送 信 す
る こ と で 、 ‘ 甲 ’ の 端 末 機 と ‘ 乙 ’ の 端 末 機 Ｂ 間 に 通 話 が な さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 図 ６ ａ 及 び 図 ６ ｂ は 、 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に お い て 、 代 表 電 話 番 号 を 使 用 す る 使 用 者
側 か ら 通 話 を 試 み る 際 に 、 こ の 使 用 者 （ す な わ ち 、 発 信 者 ） の 電 話 番 号 を 転 送 す る 手 続 き
を 示 す 図 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 図 ６ ａ を 参 照 す る と 、 交 換 機 ２ は 、 ‘ 乙 ’ の 所 定 の 端 末 機 か ら 呼 試 み を 受 信 す る と 、 こ
の 呼 を 試 み た 端 末 機 の 電 話 番 号 を 代 表 電 話 番 号 に 変 換 し 、 該 代 表 電 話 番 号 を 発 信 者 の 電 話
番 号 と し て 転 送 す る 。 す な わ ち 、 図 ６ ａ に 例 示 す る よ う に 、 ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ｂ （ Ｐ Ｄ Ａ ）
を 用 い て 呼 を 要 請 す る と 、 端 末 機 Ｂ の 固 有 電 話 番 号 が 交 換 機 ２ に 入 力 さ れ 、 交 換 機 ２ は 、
予 め 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 を 発 信 者 電 話 番 号 と し て 出 力 す る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 交 換 機 ２ は 、 呼 試 み が い か な る ‘ 乙 ’ の 端 末 機 か ら 受 信 さ れ る か に か か わ ら ず 、 入 力 さ
れ た 固 有 電 話 番 号 を 代 表 電 話 番 号 に 変 換 し て 出 力 す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
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　 一 方 、 図 ６ ｂ に 示 す よ う に 、 設 定 さ れ て い た 代 表 電 話 番 号 を 解 除 し た 場 合 で は 、 ‘ 乙 ’
が 所 定 の 端 末 機 を 用 い て 呼 を 要 請 す る と 、 交 換 機 ２ は 、 そ の 呼 要 請 に 使 用 し た 端 末 機 の 固
有 電 話 番 号 を 発 信 者 電 話 番 号 と し て 転 送 す る 。 す な わ ち 、 例 え ば 、 ‘ 乙 ’ が 、 代 表 電 話 番
号 が 解 除 さ れ た 状 態 で 、 端 末 機 Ｂ （ Ｐ Ｄ Ａ ） を 用 い て 呼 を 要 請 す る と 、 端 末 機 Ｂ の 固 有 電
話 番 号 が 交 換 機 ２ に 入 力 さ れ 、 交 換 機 ２ は 、 入 力 さ れ た 電 話 番 号 を そ の ま ま 出 力 電 話 番 号
と す る の で 、 端 末 機 Ｂ の 固 有 電 話 番 号 が 発 信 者 電 話 番 号 と し て 出 力 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 図 ７ は 、 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 と そ れ に よ る 端 末
機 間 の 通 話 例 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 図 ７ に 示 す 第 ２ 実 施 形 態 で は 、 前 述 し た 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 の 設 定 例 の ２ ） の よ
う に 、 ‘ 乙 ’ 所 有 の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 の 加 入 時 に 個 別 的 に 与 え ら れ た そ れ ぞ れ の 固 有
電 話 番 号 は そ の ま ま 使 用 し 、 ‘ 乙 ’ の 移 動 通 信 端 末 機 全 体 に 適 用 さ れ る 仮 想 の 電 話 番 号 一
つ を さ ら に 設 定 す る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 本 実 施 形 態 で も 、 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 に 、 仮 想 の 代 表 電 話 番 号 は 、 ‘ 乙 ’ の 複 数 の 移 動
通 信 端 末 機 を 一 集 団 と し て 識 別 す る 番 号 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 ‘ 乙 ’ の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 音 声 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す る 基 地 局 ２ は 、 ス ロ ッ ト 周
期 イ ン デ ッ ク ス （ Slot cycle index） を 参 照 し そ れ に よ る ス ロ ッ ト 周 期 で ‘ 乙 ’ の 移 動 通
信 端 末 機 の 呼 出 チ ャ ネ ル （ paging channel） を 探 索 し 、 こ れ に よ り 、 自 分 と 各 移 動 通 信 端
末 機 間 の 接 続 状 態 を 点 検 す る 。 こ れ は 、 ア イ ド ル 状 態 （ idlestate） 時 に お け る 基 地 局 ２
と ‘ 乙 ’ の 移 動 通 信 端 末 機 間 の 通 信 過 程 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 特 に 、 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 で は 、 第 １ 実 施 形 態 と 違 い 、 移 動 通 信 事 業 者 が 、 ‘ 乙 ’ 所
有 の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 対 し て 仮 想 の 代 表 電 話 番 号 一 つ と 該 代 表 電 話 番 号 と 関 連 付 け
て 各 端 末 機 の 固 有 電 話 番 号 を 指 定 す る 過 程 が 要 求 さ れ な い 。 す な わ ち 、 上 に も 述 べ た よ う
に 、 各 端 末 機 別 に 加 入 時 に 与 え ら れ た 固 有 の 電 話 番 号 を そ の ま ま 使 用 す る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 こ の よ う な 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 以 降 の 端 末 機 間
の 通 話 時 に お け る 呼 受 信 設 定 を 、 図 ８ に 示 す 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 図 ８ を 参 照 す る と 、 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 を 持 っ て い る ‘ 乙 ’ は 、 予 め 設 定 さ れ た 自 分
の 代 表 電 話 番 号 に 音 声 呼 が 着 信 さ れ る 場 合 に 、 図 ８ に 示 す Ａ 、 Ｂ 及 び Ｃ 端 末 機 の う ち ど の
端 末 機 で 音 声 呼 を 受 信 す る か を 予 め 設 定 し て お く 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 こ の 音 声 呼 に 対 す る 受 信 端 末 機 の 設 定 は 、 ‘ 乙 ’ の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 移 動 通 信 サ
ー ビ ス を 提 供 す る 基 地 局 ２ ま た は 該 基 地 局 ２ に 移 動 通 信 交 換 機 能 を 提 供 す る 交 換 機 ２ の プ
ロ グ ラ ム 設 定 で あ る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 図 ８ に 示 す よ う に 、 ‘ 乙 ’ が 、 端 末 機 Ａ （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ） を 音 声 呼 の 受 信
端 末 機 と し て 予 め 設 定 し て お け ば 、 交 換 機 ２ は 、 ‘ 乙 ’ の 代 表 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３
－ １ １ １ １ ” へ の 呼 （ call） 要 請 が あ る 場 合 に 、 そ の 呼 信 号 を 端 末 機 Ａ の 固 有 の 電 話 番 号
“ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ” に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 図 ９ は 、 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に お い て 呼 受 信 設 定 に よ る 通 話 例 を 示 す 図 で あ る 。 同 図
に 示 す よ う に 、 ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ａ （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ） で 呼 を 受 信 す る よ う に 設
定 し て お い た 状 態 で 、 ‘ 甲 ’ が ‘ 乙 ’ の 代 表 電 話 番 号 （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ） に 通
話 を 試 み る と 、 交 換 機 ２ は 、 端 末 機 Ａ で あ る 移 動 電 話 機 の 電 話 番 号 に 呼 信 号 を 転 送 し 、 こ
れ に よ り 、 ‘ 乙 ’ は 、 移 動 電 話 機 を 介 し て ‘ 甲 ’ と 通 話 す る よ う に な る 。
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【 ０ ０ ７ ３ 】
　 図 １ ０ ａ 及 び 図 １ ０ ｂ は 、 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に お い て 、 呼 試 み に よ る 通 話 手 続 き を
示 す 図 で あ り 、 図 １ ０ ａ は 、 代 表 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で 、 図 １ ０ ｂ
は 、 各 端 末 機 別 固 有 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で あ る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 図 １ ０ ａ を 参 照 す る と 、 ‘ 甲 ’ が “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ” と “ 通 話 ” ボ タ ン を 押
す こ と に よ っ て 、 こ の ‘ 甲 ’ の 端 末 機 か ら “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ” へ の 通 話 接 続 要
請 が 、 基 地 局 １ 、 交 換 機 １ 及 び 移 動 通 信 網 （ ま た は 、 一 般 の 電 話 網 で あ る 公 衆 交 換 網 （ Ｐ
Ｓ Ｔ Ｎ ） ） を 経 て 交 換 機 ２ に 受 信 さ れ る 。 こ こ で 、 経 由 す る 網 が 移 動 通 信 網 で あ る 場 合 に
は 、 交 換 機 １ と 交 換 機 ２ は 一 つ の 交 換 機 と さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 交 換 機 ２ は 、 設 定 さ れ た プ ロ グ ラ ム に よ り 、 通 話 接 続 が 要 請 さ れ た 代 表 電 話 番 号 で あ る
“ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ” に 対 し て ‘ 乙 ’ が 予 め 設 定 し て お い た 受 信 端 末 機 （ 端 末 機
Ａ ） の 固 有 電 話 番 号 を 確 認 す る 。 こ れ に よ り 、 交 換 機 ２ は 、 呼 出 す る 電 話 番 号 を “ ０ １ ０
－ １ ２ ３ － １ １ １ １ ” か ら “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ” に 切 り 替 え る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 続 い て 、 交 換 機 ２ は 、 ‘ 甲 ’ に よ り 要 請 さ れ た 呼 信 号 を 、 基 地 局 ２ を 経 て 端 末 機 Ａ に 送
信 す る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 こ の 通 話 要 請 に 対 し て 、 ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ａ を 介 し て 肯 定 的 な 応 答 信 号 を 交 換 機 ２ に 送 信
す る こ と で 、 ‘ 甲 ’ の 端 末 機 と ‘ 乙 ’ の 端 末 機 Ａ 間 に 通 話 が な さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 一 方 、 図 １ ０ ｂ を 参 照 す る と 、 ‘ 甲 ’ が 、 ‘ 乙 ’ 所 有 の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 電 話 番 号
の う ち “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ２ ３ ４ ５ ” と “ 通 話 ” ボ タ ン を 押 す こ と に よ っ て 、 こ の ‘ 甲 ’
の 端 末 機 か ら “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ２ ３ ４ ５ ” へ の 通 話 接 続 要 請 が 、 基 地 局 １ 、 交 換 機 １ 及
び 移 動 通 信 網 （ ま た は 、 一 般 の 電 話 網 で あ る 公 衆 交 換 網 （ Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ ） ） を 経 て 交 換 機 ２ に
受 信 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 交 換 機 ２ は 、 ‘ 甲 ’ に よ り 要 請 さ れ た 呼 信 号 を 、 基 地 局 ２ を 経 て 端 末 機 Ｂ に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 こ の 通 話 要 請 に 対 し て ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ｂ を 介 し て 肯 定 的 な 応 答 信 号 を 交 換 機 ２ に 送 信 す
る こ と に よ っ て 、 ‘ 甲 ’ の 端 末 機 と ‘ 乙 ’ の 端 末 機 Ｂ 間 に 通 話 が な さ れ る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 図 １ １ ａ 及 び 図 １ １ ｂ は 、 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に お い て 代 表 電 話 番 号 を 使 用 す る 使 用
者 側 か ら 通 話 を 試 み る 際 に 、 該 使 用 者 （ す な わ ち 、 発 信 者 ） の 電 話 番 号 を 転 送 す る 手 続 き
を 示 す 図 で あ る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 図 １ １ ａ を 参 照 す る と 、 交 換 機 ２ は 、 ‘ 乙 ’ の 所 定 の 端 末 機 か ら 呼 試 み を 受 信 す る と 、
こ の 呼 を 試 み た 端 末 機 の 電 話 番 号 を 代 表 電 話 番 号 に 変 換 し 、 こ の 代 表 電 話 番 号 を 発 信 者 の
電 話 番 号 と し て 転 送 す る 。 す な わ ち 、 図 １ １ ａ に 例 示 す る よ う に 、 ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ｂ （ Ｐ
Ｄ Ａ ） を 用 い て 呼 を 要 請 す る と 、 端 末 機 Ｂ の 固 有 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ２ ３ ４ ５ ”
が 交 換 機 ２ に 入 力 さ れ 、 交 換 機 ２ は 、 予 め 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １
１ １ １ ” を 発 信 者 電 話 番 号 と し て 出 力 す る 。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 交 換 機 ２ は 、 呼 試 み が い か な る ‘ 乙 ’ の 端 末 機 か ら 受 信 さ れ る か に か か わ ら ず 、 入 力 さ
れ た 固 有 電 話 番 号 を 代 表 電 話 番 号 に 変 換 し て 出 力 す る 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 一 方 、 図 １ １ ｂ に 示 す よ う に 、 設 定 さ れ て い た 代 表 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １
１ ” を 解 除 し た 場 合 で は 、 ‘ 乙 ’ が 所 定 の 端 末 機 を 用 い て 呼 を 要 請 す る と 、 交 換 機 ２ は 、
そ の 呼 要 請 に 使 用 し た 端 末 機 の 固 有 電 話 番 号 を 発 信 者 電 話 番 号 と し て 転 送 す る 。 す な わ ち
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、 例 え ば 、 ‘ 乙 ’ が 、 代 表 電 話 番 号 が 解 除 さ れ た 状 態 で 、 端 末 機 Ｂ （ Ｐ Ｄ Ａ ） を 用 い て 呼
を 要 請 す る と 、 端 末 機 Ｂ の 固 有 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ２ ３ ４ ５ ” が 交 換 機 ２ に 入 力
さ れ 、 交 換 機 ２ は 、 入 力 さ れ た 電 話 番 号 を そ の ま ま 出 力 電 話 番 号 と す る の で 、 端 末 機 Ｂ の
固 有 電 話 番 号 が 発 信 者 電 話 番 号 と し て 出 力 さ れ る 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 図 １ ２ は 、 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 と そ れ に よ る 端
末 機 間 の 通 話 例 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 図 １ ２ に 示 す 第 ３ 実 施 形 態 で は 、 前 述 し た 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 の 設 定 例 ３ ） の よ
う に 、 ‘ 乙 ’ 所 有 の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 の 加 入 時 に 個 別 的 に 与 え ら れ た 各 固 有 の 電 話 番
号 は そ の ま ま 使 用 し 、 こ れ ら ‘ 乙 ’ の 移 動 通 信 端 末 機 の う ち い ず れ か 一 つ の 固 有 電 話 番 号
を 、 ‘ 乙 ’ 所 有 の 端 末 機 全 体 に 対 す る 代 表 電 話 番 号 と 設 定 す る 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 こ こ で も 、 第 １ 及 び 第 ２ 実 施 形 態 と 同 様 に 、 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 は ‘ 乙 ’ の 複 数 の
移 動 通 信 端 末 機 を 一 集 団 と し て 識 別 す る 番 号 で あ る 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 ‘ 乙 ’ の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 音 声 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す る 基 地 局 ２ は 、 ス ロ ッ ト 周
期 イ ン デ ッ ク ス （ Slot cycle index） を 参 照 し そ れ に よ る ス ロ ッ ト 周 期 で ‘ 乙 ’ の 移 動 通
信 端 末 機 の 呼 出 チ ャ ネ ル （ paging channel） を 探 索 し 、 こ れ に よ り 、 自 分 と 各 移 動 通 信 端
末 機 間 の 接 続 状 態 を 点 検 す る 。 こ れ は 、 ア イ ド ル 状 態 （ idlestate） 時 に お け る 基 地 局 ２
と ’ 乙 ’ の 移 動 通 信 端 末 機 間 の 通 信 過 程 で あ る 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 特 に 、 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 で は 、 各 端 末 機 別 に 加 入 時 に 与 え ら れ た 固 有 の 電 話 番 号 を
そ の ま ま 使 用 す る 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 こ の よ う な 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 以 降 の 端 末 機 間
の 通 話 時 に お け る 呼 受 信 設 定 を 、 図 １ ３ に 示 す 。
【 ０ ０ ９ １ 】
　 図 １ ３ を 参 照 す る と 、 少 な く と も 一 つ の 移 動 通 信 端 末 機 を 持 っ て い る ‘ 乙 ’ は 、 予 め 設
定 さ れ た 自 分 の 代 表 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ” に 音 声 呼 が 着 信 さ れ る 場 合 に
、 Ａ 、 Ｂ 及 び Ｃ の 端 末 機 の う ち ど の 端 末 機 で そ の 音 声 呼 を 受 信 す る か 予 め 設 定 す る 。 す な
わ ち 、 端 末 機 Ｂ で あ る Ｐ Ｄ Ａ の 固 有 電 話 番 号 を 代 表 電 話 番 号 と 設 定 し た 後 に は 、 該 Ｐ Ｄ Ａ
の 電 話 番 号 に 音 声 呼 が 着 信 さ れ て も 、 使 用 者 ‘ 乙 ’ に よ る 受 信 端 末 機 設 定 に 従 っ て 音 声 呼
を 受 信 す る 端 末 機 が 決 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ９ ２ 】
　 こ の 音 声 呼 の 受 信 端 末 機 の 設 定 は 、 ‘ 乙 ’ の 移 動 通 信 端 末 機 に 移 動 通 信 サ ー ビ ス を 提 供
す る 基 地 局 ２ ま た は そ の 基 地 局 ２ に 移 動 通 信 交 換 機 能 を 提 供 す る 交 換 機 ２ の プ ロ グ ラ ム 設
定 で あ る 。
【 ０ ０ ９ ３ 】
　 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ａ （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ） を 音 声 呼 の 受 信
端 末 機 と し て 予 め 設 定 し て お け ば 、 交 換 機 ２ は 、 ‘ 乙 ’ の 代 表 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３
－ １ １ １ １ ” へ の 呼 （ call） 要 請 が あ る 場 合 に 端 末 機 Ａ の 固 有 の 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２
３ － １ ２ ３ ４ ” に そ の 呼 信 号 を 転 送 す る 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 図 １ ４ は 、 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に お い て 呼 受 信 設 定 に よ る 通 話 例 を 示 す 図 で あ り 、 ‘
乙 ’ が 、 端 末 機 Ａ （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ） で 呼 を 受 信 す る よ う に 設 定 し た 状 態 で 、
‘ 甲 ’ が ‘ 乙 ’ の 代 表 電 話 番 号 （ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ） 、 す な わ ち 、 Ｐ Ｄ Ａ の 電 話
番 号 に 通 話 を 試 み る と 、 交 換 機 ２ は 、 端 末 機 Ａ で あ る 移 動 電 話 機 の 電 話 番 号 （ ０ １ ０ － １
２ ３ － １ ２ ３ ４ ） に 呼 信 号 を 転 送 し 、 こ れ に よ り 、 ‘ 乙 ’ は 移 動 電 話 機 を 介 し て ‘ 甲 ’ と
通 話 す る 。
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【 ０ ０ ９ ５ 】
　 図 １ ５ ａ 及 び 図 １ ５ ｂ は 、 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に お い て 呼 試 み に よ る 通 話 手 続 き を 示
す 図 で あ り 、 図 １ ５ ａ は 、 代 表 電 話 番 号 へ の 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で 、 図 １ ５ ｂ
は 、 各 端 末 機 別 固 有 電 話 番 号 へ の 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で あ る 。
【 ０ ０ ９ ６ 】
　 図 １ ５ ａ を 参 照 す る と 、 ‘ 甲 ’ が “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ” と “ 通 話 ” ボ タ ン を 押
す こ と に よ っ て 、 こ の ‘ 甲 ’ の 端 末 機 か ら “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ ” へ の 通 話 接 続 要 請
は 、 基 地 局 １ 、 交 換 機 １ 及 び 移 動 通 信 網 （ ま た は 、 一 般 の 電 話 網 で あ る 公 衆 交 換 網 （ Ｐ Ｓ
Ｔ Ｎ ） ） を 経 て 交 換 機 ２ に 受 信 さ れ る 。 こ こ で 、 経 由 す る 網 が 移 動 通 信 網 で あ る 場 合 に は
、 交 換 機 １ と 交 換 機 ２ は 一 つ の 交 換 機 と さ れ る 。
【 ０ ０ ９ ７ 】
　 交 換 機 ２ は 、 設 定 さ れ た プ ロ グ ラ ム に よ り 、 通 話 接 続 が 要 請 さ れ た 代 表 電 話 番 号 で あ る
“ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ” に 対 し て ‘ 乙 ’ が 予 め 設 定 し て お い た 受 信 端 末 機 （ 端 末 機
Ａ ） の 固 有 電 話 番 号 を 確 認 す る 。 こ れ に よ り 、 交 換 機 ２ は 、 呼 出 す る 電 話 番 号 を “ ０ １ ０
－ １ ２ ３ － １ １ １ １ ” か ら “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ ２ ３ ４ ” に 切 り 替 え る 。
【 ０ ０ ９ ８ 】
　 続 い て 、 交 換 機 ２ は 、 ‘ 甲 ’ に よ り 要 請 さ れ た 呼 信 号 を 、 基 地 局 ２ を 経 て 端 末 機 Ａ に 送
信 す る 。
【 ０ ０ ９ ９ 】
　 こ の 通 話 要 請 に 対 し て ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ａ を 介 し て 肯 定 的 な 応 答 信 号 を 交 換 機 ２ に 送 信 す
る と 、 ‘ 甲 ’ の 端 末 機 と ‘ 乙 ’ の 端 末 機 Ａ 間 に 通 話 が な さ れ る 。
【 ０ １ ０ ０ 】
　 一 方 、 図 １ ５ ｂ を 参 照 す る と 、 ‘ 甲 ’ が 、 ‘ 乙 ’ 所 有 の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 電 話 番 号
の う ち “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ４ ３ ２ １ ” と “ 通 話 ” ボ タ ン を 押 す こ と に よ っ て 、 こ の ‘ 甲 ’
の 端 末 機 か ら の “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ４ ３ ２ １ ” へ の 通 話 接 続 要 請 が 、 基 地 局 １ 、 交 換 機 １
及 び 移 動 通 信 網 （ ま た は 、 一 般 の 電 話 網 で あ る 公 衆 交 換 網 （ Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ ） ） を 経 て 交 換 機 ２
に 受 信 さ れ る 。
【 ０ １ ０ １ 】
　 交 換 機 ２ は 、 ‘ 甲 ’ に よ り 要 請 さ れ た 呼 信 号 を 、 基 地 局 ２ を 経 て 端 末 機 Ｃ に 送 信 す る 。
【 ０ １ ０ ２ 】
　 こ の 通 話 要 請 に 対 し て ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ｃ を 介 し て 肯 定 的 な 応 答 信 号 を 交 換 機 ２ に 送 信 す
る こ と に よ っ て 、 ‘ 甲 ’ の 端 末 機 と ‘ 乙 ’ の 端 末 機 Ｃ 間 に 通 話 が な さ れ る 。
【 ０ １ ０ ３ 】
　 図 １ ６ ａ 及 び 図 １ ６ ｂ は 、 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に お い て 代 表 電 話 番 号 を 使 用 す る 使 用
者 側 か ら 通 話 を 試 み る 際 に 、 こ の 使 用 者 （ す な わ ち 、 発 信 者 ） の 電 話 番 号 を 転 送 す る 手 続
き を 示 す 図 で あ る 。
【 ０ １ ０ ４ 】
　 図 １ ６ ａ を 参 照 す る と 、 交 換 機 ２ は 、 ‘ 乙 ’ の 所 定 の 端 末 機 か ら 呼 試 み を 受 信 す る と 、
こ の 呼 を 試 み た 端 末 機 の 電 話 番 号 を 代 表 電 話 番 号 に 変 換 し 、 こ の 代 表 電 話 番 号 を 発 信 者 の
電 話 番 号 と し て 転 送 す る 。 例 え ば 、 ‘ 乙 ’ が 端 末 機 Ｃ を 用 い て 呼 を 要 請 す る と 、 端 末 機 Ｃ
の 固 有 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ４ ３ ２ １ ” が 交 換 機 ２ に 入 力 さ れ 、 交 換 機 ２ は 、 予 め
設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １ １ ” を 発 信 者 電 話 番 号 と し て 出 力 す る
。
【 ０ １ ０ ５ 】
　 交 換 機 ２ は 、 呼 試 み が ‘ 乙 ’ の い か な る 端 末 機 か ら 受 信 さ れ る か に か か わ ら ず 、 入 力 さ
れ た 固 有 電 話 番 号 を 代 表 電 話 番 号 に 変 換 し て 出 力 す る 。
【 ０ １ ０ ６ 】
　 一 方 、 図 １ ６ ｂ に 示 す よ う に 、 設 定 さ れ て い た 代 表 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － １ １ １
１ ” を 解 除 し た 場 合 に は 、 ‘ 乙 ’ が 所 定 端 末 機 を 用 い て 呼 を 要 請 す る と 、 交 換 機 ２ は 、 当
該 の 呼 要 請 に 使 用 し た 端 末 機 の 固 有 電 話 番 号 を 、 発 信 者 電 話 番 号 と し て 転 送 す る 。 例 え ば
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、 ‘ 乙 ’ が 、 代 表 電 話 番 号 が 解 除 さ れ た 状 態 で 、 端 末 機 Ｃ を 用 い て 呼 を 要 請 す る と 、 端 末
機 Ｃ の 固 有 電 話 番 号 “ ０ １ ０ － １ ２ ３ － ４ ３ ２ １ ” が 交 換 機 ２ に 入 力 さ れ る 。 こ の 場 合 、
交 換 機 ２ は 、 入 力 さ れ た 電 話 番 号 を そ の ま ま 出 力 番 号 と す る の で 、 端 末 機 Ｃ の 固 有 電 話 番
号 が 発 信 者 電 話 番 号 と し て 出 力 さ れ る 。
【 ０ １ ０ ７ 】
　 以 上 で は 音 声 通 話 サ ー ビ ス に 限 定 し て 説 明 し て き た 。 も ち ろ ん 、 本 発 明 が 音 声 通 話 サ ー
ビ ス に 最 も 好 適 に 適 用 さ れ る の で は あ る も の の 、 本 発 明 は 、 音 声 通 話 サ ー ビ ス に 限 定 さ れ
ず 、 そ の 他 い ず れ の 移 動 通 信 サ ー ビ ス に も 適 用 可 能 で あ る 。
【 ０ １ ０ ８ 】
　 な お 、 本 発 明 で は 、 上 記 設 定 さ れ た 代 表 電 話 番 号 に 課 金 す る 。 以 上 で は 音 声 通 話 サ ー ビ
ス を 例 に 挙 げ て 説 明 し て き た の で 、 ‘ 乙 ’ 所 有 の 全 て の 端 末 機 で 使 用 し た 音 声 通 話 サ ー ビ
ス の 料 金 は 、 代 表 電 話 番 号 に 賦 課 さ れ る 。 も ち ろ ん 、 こ れ は 、 ‘ 乙 ’ 所 有 の 全 て の 端 末 機
に 対 す る 移 動 通 信 サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ が 同 じ 場 合 に 最 も 都 合 が 良 い 。
【 ０ １ ０ ９ 】
　 要 す る に 、 本 発 明 は 、 一 使 用 者 が 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 を 使 用 す る 場 合 に 、 音 声 通 話 サ
ー ビ ス を 含 め て 各 移 動 通 信 サ ー ビ ス 別 に 代 表 電 話 番 号 を 設 定 し て 使 用 し 、 か つ 、 各 移 動 通
信 サ ー ビ ス 別 に 課 金 す る こ と を 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ １ ０ 】
　 以 上 説 明 し た 内 容 か ら 、 本 発 明 の 技 術 思 想 を 逸 脱 し な い 範 囲 内 で 様 々 な 変 更 及 び 修 正 が
可 能 で あ る こ と が 、 当 業 者 に と っ て は 明 ら か で あ る だ ろ う 。
【 ０ １ １ １ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 形 態 を 用 い て 本 発 明 を 例 示 し て き た が 、 本 発 明 は
、 こ の 実 施 形 態 に 限 定 し て 解 釈 さ れ る べ き も の で は な い 。 本 発 明 は 、 特 許 請 求 の 範 囲 に よ
っ て の み そ の 範 囲 が 解 釈 さ れ る べ き で あ る こ と が 理 解 さ れ る 。 当 業 者 は 、 本 発 明 の 具 体 的
な 好 ま し い 実 施 形 態 の 記 載 か ら 、 本 発 明 の 記 載 お よ び 技 術 常 識 に 基 づ い て 等 価 な 範 囲 を 実
施 す る こ と が で き る こ と が 理 解 さ れ る 。
【 ０ １ １ ２ 】
　 移 動 通 信 に お い て 、 一 加 入 者 の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 対 す る 電 話 番 号 設 定 方 法 を 提 供
す る 。
【 ０ １ １ ３ 】
　 一 加 入 者 の 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 に 単 一 の 代 表 電 話 番 号 を 適 用 し て 移 動 電 話 サ ー ビ ス を
支 援 す る こ と に よ っ て 、 一 加 入 者 が 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 を 使 用 す る 場 合 に 使 用 者 便 宜 性
を 提 供 し 、 か つ 、 加 入 者 が 複 数 の 移 動 通 信 端 末 機 を 使 用 す る 場 合 に 、 各 移 動 通 信 サ ー ビ ス
別 に 課 金 を 処 理 で き る の で 便 宜 が 図 ら れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ １ １ ４ 】
【 図 １ 】 従 来 、 移 動 電 話 機 と Ｐ Ｄ Ａ を 同 時 に 持 っ て い る 一 使 用 者 に 音 声 通 話 を 試 み る 場 合
を 説 明 す る た め の 例 示 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 と そ れ に よ る 端 末 機
間 の 通 話 例 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 以 降 の 、 端 末 機 間 の
通 話 時 に お け る 呼 受 信 設 定 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に お い て 呼 受 信 設 定 に よ る 通 話 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ５ Ａ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に お い て 呼 試 み に よ る 通 話 手 続 き を 示 す 図 で あ り 、 図 ５
ａ は 、 代 表 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で 、 図 ５ ｂ は 、 各 端 末 機 別 固 有 電 話
番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で あ る 。
【 図 ５ Ｂ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に お い て 呼 試 み に よ る 通 話 手 続 き を 示 す 図 で あ り 、 図 ５
ａ は 、 代 表 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で 、 図 ５ ｂ は 、 各 端 末 機 別 固 有 電 話
番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で あ る 。
【 図 ６ Ａ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に お い て 、 代 表 電 話 番 号 を 使 用 す る 使 用 者 側 か ら 通 話 を

10

20

30

40

50

(13) JP 2006-129491 A 2006.5.18



試 み る 際 に 、 こ の 使 用 者 （ す な わ ち 、 発 信 者 ） の 電 話 番 号 を 転 送 す る 手 続 き を 示 す 図 で あ
る 。
【 図 ６ Ｂ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に お い て 、 代 表 電 話 番 号 を 使 用 す る 使 用 者 側 か ら 通 話 を
試 み る 際 に 、 こ の 使 用 者 （ す な わ ち 、 発 信 者 ） の 電 話 番 号 を 転 送 す る 手 続 き を 示 す 図 で あ
る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 と そ れ に よ る 端 末 機
間 の 通 話 例 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 以 降 の 、 端 末 機 間 の
通 話 時 に お け る 呼 受 信 設 定 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に お い て 呼 受 信 設 定 に よ る 通 話 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ０ Ａ 】 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に お い て 呼 試 み に よ る 通 話 手 続 き を 示 す 図 で あ り 、 図
１ ０ ａ は 、 代 表 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で 、 図 １ ０ ｂ は 、 各 端 末 機 別 固
有 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で あ る 。
【 図 １ ０ Ｂ 】 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に お い て 呼 試 み に よ る 通 話 手 続 き を 示 す 図 で あ り 、 図
１ ０ ａ は 、 代 表 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で 、 図 １ ０ ｂ は 、 各 端 末 機 別 固
有 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で あ る 。
【 図 １ １ Ａ 】 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に お い て 代 表 電 話 番 号 を 使 用 す る 使 用 者 側 か ら 通 話 を
試 み る 際 に 、 こ の 使 用 者 （ す な わ ち 、 発 信 者 ） の 電 話 番 号 を 転 送 す る 手 続 き を 示 す 図 で あ
る 。
【 図 １ １ Ｂ 】 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に お い て 代 表 電 話 番 号 を 使 用 す る 使 用 者 側 か ら 通 話 を
試 み る 際 に 、 こ の 使 用 者 （ す な わ ち 、 発 信 者 ） の 電 話 番 号 を 転 送 す る 手 続 き を 示 す 図 で あ
る 。
【 図 １ ２ 】 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 と そ れ に よ る 端 末
機 間 の 通 話 例 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に よ る 移 動 通 信 端 末 機 の 電 話 番 号 設 定 以 降 の 、 端 末 機 間
の 通 話 時 に お け る 呼 受 信 設 定 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に お い て 呼 受 信 設 定 に よ る 通 話 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ５ Ａ 】 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に お い て 呼 試 み に よ る 通 話 手 続 き を 示 す 図 で あ り 、 図
１ ５ ａ は 、 代 表 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で 、 図 １ ５ ｂ は 、 各 端 末 機 別 固
有 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で あ る 。
【 図 １ ５ Ｂ 】 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に お い て 呼 試 み に よ る 通 話 手 続 き を 示 す 図 で あ り 、 図
１ ５ ａ は 、 代 表 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で 、 図 １ ５ ｂ は 、 各 端 末 機 別 固
有 電 話 番 号 に 呼 試 み が あ る 場 合 の 通 話 手 続 き で あ る 。
【 図 １ ６ Ａ 】 本 発 明 に 第 ３ 実 施 形 態 に お い て 代 表 電 話 番 号 を 使 用 す る 使 用 者 側 か ら 通 話 を
試 み る 際 に 、 こ の 使 用 者 （ す な わ ち 、 発 信 者 ） の 電 話 番 号 を 転 送 す る 手 続 き を 示 す 図 で あ
る 。
【 図 １ ６ Ｂ 】 本 発 明 に 第 ３ 実 施 形 態 に お い て 代 表 電 話 番 号 を 使 用 す る 使 用 者 側 か ら 通 話 を
試 み る 際 に 、 こ の 使 用 者 （ す な わ ち 、 発 信 者 ） の 電 話 番 号 を 転 送 す る 手 続 き を 示 す 図 で あ
る 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ Ａ 】 【 図 ５ Ｂ 】

【 図 ６ Ａ 】 【 図 ６ Ｂ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ Ａ 】
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【 図 １ ０ Ｂ 】 【 図 １ １ Ａ 】

【 図 １ １ Ｂ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ Ａ 】 【 図 １ ５ Ｂ 】
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【 図 １ ６ Ａ 】 【 図 １ ６ Ｂ 】
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